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［
該

当

者

の

届

出

は

1

0

月

1

日

か

ら

世
帯
調
査
は
7
月
1
日
か
ら
実
施

－

泰盛臣志
1

捕批年金は昨年からすでに実施されていますが、拠出軌の国民年金も今
年の10月から始まります。
拠出制というのは自分で掛金を払って、その掛金に応じた年金を老後に
なって受け仮るというしくみです．私たちは年とともに必ず老令になり
ます・それを若いうちから自分の力で、大した負掛こならない程度で老
後の備えをする、というのがこの制度の建前で、どんな熊収入の境遇に
なっても死ぬまで年金がうけられます。この制度のあらましは次のよう
になっています。

－
ま
ず
は
じ
め
に
　
ー

こ
の
制
度
の

基
本
的
な
考
え
方
一

こ
の
制
度
は
私
た
ち
が
年
よ
り
に
な
っ

た
り
、
身
体
障
害
者
に
な
っ
た
り
、
死
亡

し
た
と
い
う
と
き
に
た
い
し
て
若
く
て
健

康
で
あ
る
闇
に
自
分
の
力
で
、
で
き
る
だ

け
の
備
え
を
す
る
、
と
い
う
考
え
が
基
本

に
な
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
若
い
う
ち

に
、
働
け
る
と
き
に
ｌ
定
の
保
険
料
を
き

め
ら
れ
た
期
間
納
め
、
年
を
と
っ
た
り

不
革
に
し
て
大
け
が
を
し
て
働
ら
け
な
く

な
っ
た
り
、
ま
た
生
計
の
中
心
者
で
あ
る

夫
に
死
な
れ
た
と
き
な
ど
に
、
椚
め
た
保

険
料
に
応
じ
て
、
金
を
う
け
と
る
と
い
う

し
く
み
に
な
っ
て
い
ま
す
．
こ
れ
を
拠
出

制
国
民
年
金
と
い
い
ま
す
。

軍
制
加
入
の
被
保
険
者
は
、
要
件
に
該

当
す
る
と
自
動
的
に
被
保
険
者
の
資
格
が

あ
る
こ
と
に
な
の
∴
こ
と
し
の
1
0
月
1
日

か
色
相
垣
（
民
生
頗
⑤
）
で
一
斉
に
そ
の

仮
得
届
を
受
け
付
け
ま
す
。

こ
の
届
出
は
∵
被
保
険
者
の
霧
と
な

っ
て
い
ま
す
。

途中で死亡したときの
保険料はどうなるか

保
険
料
を
掛
け
て
い

た
人
が
、
準
甲
で
死
亡

し
た
と
き
は
、
原
則
と

し
て
掛
金
は
返
っ
て
き

ま
せ
ん
。

こ
れ
に
対
し
て
生
命
保

険
の
掛
金
が
も
ど
る
の

に
国
民
年
金
が
も
ど
ら

な
い
の
は
ふ
っ
こ
う
だ

と
思
わ
れ
る
方
が
あ
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

生
命
保
険
は
む
し
ろ
死
亡
し
た
人
の
週
族

に
保
険
金
を
支
払
つ
と
い
う
の
が
王
な
冒

3534保

才才険

料
　
は

か　ま

で
　
が
百
円

ら

は

百

五

十

円

国

民

年

金

印

紙

で

1

届
出
は
1
0
月
1
日
か
ら

保
険
料
の
納
付
は
昭
和
3
6
年
4
月
1
日

か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
が
、
保
険
料
一
人
一

カ
月
の
額
は

2
0
才
か
ら
3
4
才
ま
で
が
百
円

第
才
か
ら
男
才
ま
で
が
百
五
十
円
で
す

保
険
料
を
納
め
る
に
は
、
年
四
回
ス
タ
ン

プ
方
式
と
い
う
方
法
で
役
場
に
納
め
ま

鋭明会にはこの国民年金

特集号を是非持ってきて

下さい。

鋭明会のときとところは

2頁の上欄にあります。

拠出制国民年金に
加入する人は

の必ずカロ入しなければならない人
20才から60才までの国内に住所を有す

る日本国民　六二だし～欠のような希望に
よって加入する人と、加入することが
できない人とがあります。

㊥希望によって加入することができる
人
1恩給や厚生年金のような公的年金

の中で遺族年金、扶助料、寡婦年金そ
の他僧綱削録音、戦没者、遺族援護法に
よる遺族年金、遺族給与金、障害年金
をうけることができる人とうけている
人。
以上の公的年金を受けている人は国民
年金に加入すれば国民年金と、公的年
金とどちらも貰えます。

2恩給や厚生年金のような公的年金
にかロ入している人とか、公的年金をう
けることができる人とうけている人の
酉己佃も者

320才以上で居間の高等学校、大学
大学院の学生（夜間を除く）

4～欠の項の「加入が出来ない人」を
除いた明治つ9年4月1日から明治44年
3月引田までの間に生れ六二人。
㊨カロ入できない人

1鳳フ除や厚生年金のような公的年金
に加入している人とか、このような公
的年金の中で：老令年金、退職年金、障
害年金、廃疾年金をうけることができ
る人とうけている人。

2明台卯年3月別口以前に生れ六二人

す
．

ス
タ
ン
プ
方
式
と
は
年
金
印
紙
（
国
民
年

金
の
た
め
に
特
別
に
つ
く
ら
れ
る
収
入
印

紙
）
を
買
っ
て
、
あ
な
た
の
国
民
年
金
手

帳
に
は
っ
て
役
場
か
ら
消
印
を
も
ら
つ
し

く
み
を
い
い
ま
す
。

椚
め
る
と
き
は
次
の
よ
う
に
三
カ
月
分
づ

つ
ま
と
め
て
椚
め
ま
す
。

1
、
2
、
3
月
分
」
4
月
末
日
ま
で

4
、
5
、
∠
Ｕ
月
分
～
7
月
末
日
ま
で

7
、
8
、
9
月
分
～
1
0
月
末
日
ま
で

柏
、
日
、
1
2
月
分
～
1
月
末
日
ま
で

も
し
基
太
保
険
料
よ
り
も
多
く
の
保
険

的
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
国
民

年
金
な
ど
の
社
会
保
険
金
で
は
、
生
き
て

い
る
限
り
生
活
の
め
ん
ど
う
を
み
て
い
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
生
活
の
安
定
を
は

か
ろ
う
と
い
う
の
が
ね
ら
い
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
年
を
と
れ
ば
一
生
陸
老
令
年
金

を
支
給
し
、
一
家
の
働
ら
き
芋
の
天
が
死

亡
し
て
妻
子
が
現
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の

人
た
ち
が
自
活
出
来
る
よ
う
に
な
る
ま
で

母
子
年
金
、
両
親
と
も
亡
く
な
っ
た
と
き
1
．

は
発
さ
れ
た
子
供
に
涛
凛
芸
「
秦
荘
り

掴
鴇
拍
摘
録
箪

う
と
い
う
の
で
す
．
つ
ま
り
図
民
全
休
の
一

相
互
扶
助
の
思
想
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
一

生
清
を
わ
び
や
か
さ
れ
る
よ
う
な
人
が
い

れ
ば
み
ん
な
で
こ
れ
を
助
け
も
り
た
て
て

い
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

×

　

×

　

×

　

×

　

×

料
を
約
め
れ
ば
、
基
本
額
以
上
の
年
金
が

受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
保
険
料

を
前
払
い
す
る
人
は
、
2
分
2
厘
か
ら
前

的
年
数
に
よ
っ
て
、
6
割
っ
分
糟
度
割
り

引
き
さ
れ
ま
す
。

ま
た
保
険
料
免
除
を
受
け
た
人
が
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
と
き
は
、
免
除
を
う
け
た
期
間
分
を
あ

と
で
ま
と
め
て
追
納
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。例

外
的
に
現
金
的
付
の
方
誤
も
あ
り
ま

す
。

．
7
㌧
．
√
－
ノ
・
・
′
－
1
ノ
ー
、
・
・
．
・
1
1
・
÷
ｉ
、
・
三
ｉ
ｌ
・
・
．
Ｊ
ｌ
ｔ
∫
・
・
－
1
・
＝
・
．
ヽ
・

▼

年

金

は

国

が

保

障

す

る

▲

将
来
経
済
情
勢
の
変
動
や
文
明
の
発
履
　
き
の
蕪
値
に
相
当
す
る
年
金
額
を
支

と
か
で
生
倍
程
度
が
高
く
な
の
年
金
額
の
　
給
す
る
よ
う
国
が
保
障
し
て
い
ま
す
。

価
値
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
と

農
業
委
員
の
選
挙
‥
投
票
日
は
七
月
十
五
日

立
候
構
届
出
は
七
月
八
日
か
ら
ー
十
一
日
ま
で
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拠
出
胤
の
国
民
年
金
の
内
容
と
か
、

世
帯
調
査
票
の
記
入
の
し
か
た
な
ど

の
税
明
会
を
次
の
と
お
り
し
て
い
ま

す
。

▼

と

こ

ろ

と

と

き

▲

五
棋
区
集
会
所
7
月
6
日
川
時
か
ら

梅
ノ
木
区
ク
　
7
月
7
日

高
松
区
　
ク
　
7
月
8
日

古
賀
区
　
ク
　
7
月
9
日

鳶
区
　
ク
　
7
月
的
日

机
ク
ラ
ブ
　
7
月
日
日

中
央
区
集
会
所
7
月
は
日

つ
・
．
壷
活
が
苦
る
し
く
Ｊ
〉
享
′
、
…
′
」

納
め
ら
れ
な
い
と
き
は

．
・
′
，
．
．
㌧
・
㌧
′
・
・
．
，
ノ
ー
．
，
ヽ
，
㌧
・
．
、
′
，
ノ
ヽ
．
ヽ
，
㌧
′
・
．
．
・
′
，
′
，
ノ
ヽ
，
ヽ
・
ヽ
′
・
・
．
ゝ
1
．
㌔
，
＼
・
㌧
′
・
・
．
・
′
、
．
・
．

国民年金の説明会
青
田
区
　
ク
　
7
月
1
4
日

片
山
区
　
ク
　
7
月
は
日

鯉
口
区
．
ク

7
月
1
‘
Ｕ
日
2
時
か
ら

生
酒
保
護
を
受
け
て
い
る
と
か
、
そ
の
ほ

か
の
事
情
で
ぎ
り
ぎ
り
の
生
活
を
し
て
い

る
人
に
と
っ
て
は
、
保
険
料
を
納
め
る
の

は
大
変
で
す
．

そ
こ
で
こ
う
い
う
人
た
ち
の
た
め
に
保
険

料
免
除
と
い
う
制
度
を
と
っ
て
い
ま
す
．

こ
れ
は
法
定
免
除
と
認
定
免
除
の
二
通
り

が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
こ
と
を

役
場
に
届
け
出
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

常
健
区
　
ク

〓
順
ク
ラ
ブ

下
二
分
館

新
生
術
　
ク

下
二
　
ク

7
月
柏
日

7
月
け
日

7

月

1

8

日

7

月

1

9

日

7

月

2

0

日

町

民

会

館

　

7

月

封

日

青
田
一
分
錦
　
7
月
2
2
日

古
田
三
　
ク
　
7
月
2
4
日

二
　
　
ク
　
7
月
2
5
日

伊
佐
座
　
ク

7
月
2
‘
Ｕ
日
2
時
か
ら

ニ
樋
　
口
　
ク
　
7
月
2
7
日

立
屋
敷
　
ク
　
7
品
叫
日
2
時
か
ら

机
　
　
ク
　
7
月
訪
日

古
ム
賀
　
　
7
月
3
0
日

猪
　
熊
　
ク
　
ワ
′
月
別
臼

※
時
間
の
奮
い
て
な
い
所
は
午
後
7

時
か
ら
で
す
。

※
吉
田
ノ
二
は
隣
組
畏
さ
ん
か
ら
税

明
が
あ
り
ま
す
。

※
参
加
会
場
は
、
あ
な
た
の
自
由
で

す
が
原
則
と
し
て
、
釈
宮
ノ
下
区

は
机
ク
ラ
ブ
へ
、
一
礪
社
風
区
は

一
碗
ク
ラ
ブ
へ
、
頃
末
は
町
民
会

一
公
的
年
金
と
国
民
年
一

一
金
と
あ
わ
せ
て
年
金
一

＿

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．

一
が
も
ら
え
ま
す
　
一

公
的
年
金
に
加
入
し
て
一
定
期
間
保
険

料
を
納
め
て
い
な
い
の
で
、
公
的
年
金
が

受
け
ら
れ
な
い
人
は
、
国
民
年
金
に
加
入

し
て
一
定
期
間
保
険
料
を
納
め
れ
ば
、
公

的
年
金
と
国
民
年
金
と
あ
わ
せ
た
年
金
が

も
ら
え
ま
す
。
逆
に
国
民
年
金
に
加
入

し
て
い
る
人
が
公
的
年
金
に
加
入
し
た
と

き
も
同
じ
く
あ
わ
せ
て
年
金
が
も
ら
え
ま

す
。

▼
法
定
免
除
に
該
当
す
る
人
▲

1
国
民
年
金
の
、
障
害
年
金
、
障
害
描
祉

年
金
、
母
子
砲
祉
年
金
（
拠
出
軌
）
を

う
け
て
い
る
人

Ｚ
仕
唐
扶
助
を
ー
つ
け
て
い
る
人

品
立
の
ら
い
療
養
そ
の
他
の
施
設
に
収

容
さ
れ
て
い
る
人

▼
認
定
免
除
に
按
当
す
る
人
▲

⊥
所
得
の
な
い
人

2
被
保
険
者
ま
た
は
他
の
世
帯
員
が
生
活

挟
肪
以
外
の
扶
助
を
受
け
て
い
る
人

3
身
体
障
害
者
又
は
媒
婦
で
年
間
所
樽
が

十
三
万
円
以
下
の
人

－
そ
の
他
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
因
搬

な
人

××××××××××××××××

福祉年金はなぜ保険料が

いらないでもらえたか？
××××××××××××××××

国
民
年
金
制
度

の
発
足
当
時
に
す

で
に
年
寄
り
や
身

体
障
害
者
や
母
子

家
庭
で
あ
る
人
に

は
今
ま
で
制
度
が

な
か
っ
た
の
で
、

保
険
料
を
納
め
て

い
な
い
し
、
今
後

も
納
め
る
余
力
が

な
い
の
で
、
年
金

世帯餉査は7月から

国民年金制度の中心である拠出

制国民年金は、いよいよ今年の

10月1日から加入者の通用届を

受け付け来年の4月Ｊ日から保

険料の徴収が始まります。

いうまでもなく、被保険者をつ

かむことは国民年金運営の基礎

として将来とも大切なもので

す。こうしたことから通用事務

の開始にさきだって、7月から

全国的に「拠出制国民年金実施

のため世帯調査」が実施されま

す。

を
全
然
安
給
し
な
か
っ
た
と
き
は
皆
年
金

の
趣
旨
に
反
す
る
の
で
、
椙
祉
的
に
支
給

し
て
い
る
わ
け
で
す
。

ま
た
2
0
才
森
で
身
体
塁
著
に
な
っ
た

人
と
か
低
所
碑
者
の
人
た
ち
で
保
険
料
の

免
除
期
間
が
一
定
の
基
準
以
上
に
な
っ
た

と
き
は
、
拠
出
制
年
金
の
支
給
を
受
け
る

資
格
が
な
い
け
ど
本
制
度
に
限
り
欄
祉
的

に
椙
祉
年
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

こ
の
場
合
納
め
て
い
た
保
険
料
は
一
定
の

手
続
き
と
贅
格
が
あ
れ
ば
還
付
し
た
上
に

福
祉
年
金
が
支
給
さ
れ
る
の
で
す
か
ら
、

こ
の
碁
つ
な
よ
い
制
度
は
他
に
は
あ
り
ま

せ
ん
。国

も
保
険
料
な
ど
を

負
担
し
ま
す

…
鰭
へ
、
下
二
町
住
は
1
8
日
の
下
二

一
分
館
へ
お
い
で
言
い
・

ｒ

一

ｌ

Ｉ

Ｉ

－

こ

．

こ

．

－

－

．

．

－

－

．

一

．

－

．

．

．

．

．

．

＞く＞く＞く＞＜＞く＞く＞＜＞く＞く＞く＞＜＞く＞＜＞く＞く＞＜＞＜＞く

＞
∧
＞
＜
＞
＜
＞
へ
＞
へ
＞
＜
Ｕ
Ｘ
ハ
＞
へ
∨
＜

役所、会社、工場などにつとめ
ている人には恩給や年金制度の
恩典がありましたが、家産の主

蚤

笑
×婦や商業、農家の人には年金制

輝葉菜萎芸…蓋重量返…買…
取りのこされ、あとから加入す
るということはできません。　Ｘ葵

×長料×長×姦ｙｘｘ長××××××

一拠出制年金の種類とその金紙－

種類Ｉ　要　　　件ｉ　年　金　観

老令年金

一定の保険料を．
納める
（最低川年から

65才から
支給

Ｊ2，000円から42，の0円

4（－　まで）

障害年金
一定の保険料を
納めているとき
（最低3年）

法に定める
24の0円から42，仰0円
Ｉ特にひどいときは

障　害 6，000円加算

母子年金
一定の保険科を
納めているとき
（最低3年）

母子家庭

19，200円から25，8の円
子供が二人以上いると
きは二人目から一人に

つき4，800円加算する

遺児年金
父か母が一定の
保険料を納めて

いるとき

孤　　 児
7，200円からＪｑ5の円
子供が二人以上おると

（18才未満）き二人目から一人につ
き4，胱泊円加算する

亡夫が一定の保
険科を納めてい
るとき

寡婦年金
68才から
64才まで

老令年金のガ相当額

ｌ

保
険
料
は
毎
年
国
民
年
金
を
支
給
す
る
資

金
と
し
て
積
み
立
て
ま
す
が
、
国
は
保
険

料
の
半
分
の
額
と
事
務
費
と
を
支
出
し
ま

す
。
私
た
ち
と
国
と
が
一
緒
に
な
っ
て
、

安
全
、
確
実
な
方
法
で
蓄
積
し
て
い
ま
す

☆
調
査
の
主
眼
☆

世
帯
調
査
は
強
制
通
用
や
任
意
加
入
者
が

何
人
あ
る
か
。
保
険
料
の
免
除
対
象
者
が

何
人
あ
る
か
。
そ
し
て
保
険
料
前
納
醜
度

の
活
用
に
つ
い
て
の
世
論
を
調
撃
る
と

と
も
に
被
保
険
者
の
適
用
洩
れ
の
防
止
、

計
画
的
に
革
帯
の
運
営
を
し
て
い
く
も
の

で
す
。

☆
調
査
の
方
法
☆
．

世
帯
調
査
は
本
町
で
は
、
駐
在
員
を
通
じ

て
詞
書
衣
を
各
値
帯
に
配
の
∴
各
世
帯
で

必
要
な
こ
と
を
記
入
し
て
、
駐
在
員
へ
提

出
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

「
現
在
の
統
計
の
問
題
点
」
は
ｄ
Ｔ

－
　
第
十
回
全
国
懸
賞
論
文
募
集

▽
主
　
催
　
財
団
法
人
会
園
羅
針
協
会
連

合
会

▽
論
　
曙
　
「
現
在
の
統
計
の
間
哩
点
」

に
つ
い
て

▽
原
偶
数
　
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
三
十
枚

以
内

▽
締
切
八
月
三
十
盲
（
当
日
の
消

印
あ
る
も
の
有
郡
）

▽
応
募
資
格
制
限
な
し

△
発
　
衰
　
本
人
に
通
和

▽
宛
　
先

東
京
都
千
代
田
墜
二
年
町
五

行
政
菅
厘
庁
統
計
基
準
局
内

財
団
法
人
全
国
統
計
協
会
連
合
会

▽
注
　
意

1
　
封
蘭
に
必
ず
「
第
1
0
回
懸
雀
論
文

応
募
原
稿
」
♪
菜
書
の
こ
と
。

2
痕
上
匿
名
は
自
由
。
た
だ
し
、
原

稿
末
尾
に
「
住
所
、
氏
名
ふ
り
が

な
、
性
別
、
年
令
、
職
業
、
勤
務

先
」
を
訂
人
の
こ
と
。


